
� はじめに
食品の多様化や健康への志向は，食品添加物の摂

取量の変化を伴う。食品添加物の摂取量の把握する

ため，１９７６年から厚生科学研究費により「食品添加

物一日摂取量実態調査研究班」が組織され，マーケ

ットバスケット方式による調査解析が行われてきた。

１９９７年からは厚生省の委託事業として「食品添加物

マーケットバスケット調査」が実施され，同様の調

査解析が行われている，

本報告では，サッカリンナトリウムの摂取量を調

査するに際し，分析法について注目し，透析方法を

検討し，最適な方法・条件を得た。また，その条件

により，食品群別試料中のサッカリンナトリウムの

摂取量を調査し，若干の知見を得たので報告する。

� 方法
１ 試料の調製（食品群別混合試料）

マーケットバスケット方式により，全国６機関（札

幌市衛生研究所，仙台市衛生研究所，東京都健康安

全研究センター，香川県環境保健研究センター，長

崎市保健環境試験所，沖縄県衛生環境研究所）で，

食品群別喫食リストに基づき２１７種類２９０食品を購入

し，表１に示した８食品群に分け，個々の食品の規

定量を採取し検体とした。なお，２～７群は等量の

水を加えて均質磨砕したものを試料とした。
２ 分析方法の検討

（１）透析方法

食品中のサッカリン及びサッカリンナトリウムの

分析方法は，いろいろ報告されているが，その中で

透析条件について検討することとした。平成１４年度

調査で用いた透析条件A，東京都の甘味料一斉分析

法中の透析条件B，公定法である透析条件Cの中

で，最適な条件について調査，検討した。

透析条件A：「あなたが食べている食品添加物」１）

透析膜：ダイアライシスメンブラン２７

透析補助液：２．５％NaCl／０．０１N HCl（６０ml）

透析外液：水

透析条件B：「HPLCによる食品中の合成甘味料の

一斉分析法」食衛誌．Vol．４０，No２（１９９９）２）

表１ 試料群及び食品の分類

食品中のサッカリンナトリウムの摂取量について

Daily Intake of Sodium Saccharin in Foods

藤川名伊子 安永恵 西岡千鶴
Meiko FUJIKAWA Megumi YASUNAGA Chizuru NISHIOKA

要旨
食品添加物摂取量調査を実施するにあたり、サッカリンナトリウム分析法中の透析の部分に注目し，

最適な条件について検討した。その結果，透析補助液に１０％NaCl／０．０１mol/l HCl，透析外液に０．０１mol
/l HCl を使用した場合に全食品群において最も回収率が良いことがわかった。マーケットバスケット
方式による食品群別喫食リストに基づいた２１７種類２９０食品中（８食品群に分類）のサッカリンナトリウ
ム摂取量を，検討した条件により調査した。その結果，サッカリンナトリウムの摂取量は，０．１８mg／
人／日であり，この値は一日摂取許容量（５mg/kg 体重）の０．０７％に相当し，問題のないことがわかった。

キーワード：サッカリンナトリウム 透析 食品添加物 マーケットバスケット方式
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透析膜：シームレスセルロースチューブ３０

透析補助液：１０％NaCl／０．０１mol/l HCl（２０ml）

透析外液：０．０１mol/l HCl

透析条件C：第２版「食品中の食品添加物分析法」２０００３）

「食品衛生検査指針食品添加物編」２００３４）

透析膜：ダイアライシスメンブラン２７

透析補助液：０．１mol/l HCl（２０ml）

透析外液：水

（２）HPLC用ろ過フィルターについて

HPLC測定前に，試料を０．４５µmのフィルターで

ろ過するが，フィルターの種類によって回収率が低

下することがあったので，下記の３種類のフィルタ

ーを使って回収率のチェックを行い，最適なフィル

ターを調べた。

�アクア LC１３０．４５µmゲルマンラボラトリー
（日本ポール）

�エキクロディスク１３０．４５µmゲルマンラボラ
トリー（日本ポール）

�アドバンテックDISMIC―２５０．４５µm
（HYDROPHILIC）

（３）HPLC条件

HPLCは，人工甘味料であるアセスルファムカリ

ウム（AK），サッカリン（SA），アスパルテーム（APM）

の３つのピークの分離状態，妨害の存在を確認する

必要がある。表２に示すような２つの測定条件で

HPLCによる測定を行い，最適な条件を調べた。な

お，条件２については，４種類のカラムを検討した。
３ 分析方法

分析方法を図１にフローチャートで示した。図２

にサッカリンナトリウム標準及び試料のクロマトグ

ラムを示した。HPLCで検出したサッカリンナトリ

ウムは，TMSジアゾメタンによりメチル化後５），GC

-MS により確認した。表３にGC-MSの測定条件を，

図３にサッカリンナトリウムメチル化体標準及び試

料のマススペクトルを示した。

� 結果及び考察
１ 分析方法の検討

（１）透析方法

前述した透析条件A，B，Cにおける回収率の結

果を表４，５に示した。A法，B法の透析条件では

各食品群の添加回収率平均は９６．３％，９５．３％で大差

は認められなかった。また，酢酸エチル抽出を行っ

た場合，回収率は８８．６％，８９．５％でこの場合も回収

率に大差は認められなかったが，各食品群の標準偏

差が小さいB法を採用し，摂取量調査を実施した。

C法は１，７，８群については問題なかったが，蛋

白質や脂肪分の多い群については回収率が低かった

ので，摂取量調査のように低濃度の試料の測定には

不適当と判断した。

（２）HPLC用ろ過フィルター

フィルター�，�，�を使用した際の回収率を表
６に示した。�，�は回収率の低下が見られたが，
�はほぼ１００％の回収率を得た。以上の理由から本
調査には，�アドバンテックDISMIC-２５０．４５µm
を使用した。

（３）HPLC条件

各測定条件における，AK，SA，APMピークの

分離状況および妨害の有無などを表７に示した。測

定条件２は４種類のどのカラムを使用した際にも，

いずれかの問題が生じ，検出限界も条件１に比べて

芳しくなかった。一方，測定条件１は全般的に良好

な結果であった。以上の理由から本調査には，測定

条件１を採用した。
２ サッカリンナトリウム摂取量について

サッカリンは，ショ糖の約５００倍の甘味を持つ人

工甘味料である。１８７８年に初めて発見され，以後サ

ッカリンナトリウムとして清涼飲料水，氷菓などに

使用されてきた。本邦では，食品添加物に分類され，

一日摂取許容量（ADI）として「５mg/kg 体重」が設

定されている。

表８に個別食品中のサッカリンナトリウム含有量

を，表９にサッカリンナトリウムの食品群別含有量

平均及び，含有量に一日喫食量を乗じて算出した一

日摂取量を示した。

また，個別食品分析結果から計算上求められる食

品群別サッカリン含有量，１日総摂取量を表１０に示した。

検出限界は０．００６µg/g，定量限界は０．０３µg/g であった。

１，２，３，５，６，８群からサッカリンナトリ

ウムは検出されなかった。４群（長崎），７群（香川）

からサッカリンナトリウムが０．１２µg/g，４０．７µg/g そ

れぞれ検出された。

サッカリン使用の記載のあった食品は香川購入の

７群のたくあん漬けのみであり，含有量３９７．７µg/g

であった。４群（長崎）の食品購入リストにはサッカ

リンナトリウム使用記載のある食品はなかった。検

出量から，原料にサッカリンナトリウムを使用した

製品からのキャリーオーバーと考えられる。検出し

たサッカリンナトリウムは誘導体化し，GC-MS に

よりサッカリンナトリウムであることを確認した。
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表３ GC－MS測定条件

図３ サッカリン標準（A）およびサッカリンを検出した試料（長崎４群）（B）のマススペクトル

表２ 高速液体クロマトグラフィー測定条件

図２ サッカリンナトリウム標準（A）およびサッカリンナトリウム

を検出した試料（香川７群）（B）のクロマトグラム（測定条件１）

図１ サッカリンナトリウム分析方法
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表４ 透析条件別添加回収率（％）（直接）

表５ 透析条件別添加回収率（％）（酢酸エチル抽出）

表６ ろ過による各フィルターの回収率 表７ HPLC条件の違いによるピークの分離，形状お

よび妨害の有無

表８ 個別食品中のサッカリンナトリウム含有量

表９ 各機関別・群別サッカリンナトリウム含有量・一日摂取量
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（mg）

本調査から見る限り，九州地区以外からは検出されて

おらず，サッカリンの使用は西高東低の傾向が見られた。

４群（長崎）と７群（香川）からのサッカリンナトリ

ウムの総摂取量は１．０８mgであった。個別食品から

算定した摂取量の計算値は１．１０mg／人／日でほぼ一

致した結果が得られた。

サッカリンナトリウムの１９８２年以降の摂取量の推

移を図４，表１１に示した。調査初期はいろいろな食品

群からサッカリンナトリウムが検出されていた

が，２００２年には第７群からのみ検出されている。１９９７

年度を除外するとサッカリンナトリウムの摂取量は

減少傾向にあるのではないかと推定できる。

今回の調査で算定したサッカリンナトリウムの摂

取量は０．１８mg／人／日であり，これは一日摂取許容

量（ADI）（５mg/kg 体重）の０．０７％に相当し，問題の

ない値であった。

本報告は国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部

との協力研究平成１８年度食品添加物摂取量調査にか

かる試験方法を中心にまとめたものである。

� まとめ
本報告では，サッカリンナトリウムの分析法中の

透析条件の検討を行うとともに，サッカリン摂取量

の調査を行い，以下のような結果を得た。

透析補助液に１０％NaCl／０．０１mol/l HCl（２０ml），透

図４ サッカリンナトリウムの一日摂取量推移

表１１ サッカリンナトリウムの一日摂取量推移

表１０ 個別食品分析結果から計算上求められる食品群別含有量・一日摂取量
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析外液に０．０１mol/l HCl を使用する方法が，どの食

品群に対しても回収率は高く，標準偏差は小さい結

果となり，本調査に最適であることがわかった。

サッカリンナトリウムの摂取量全国平均値は調製

試料及び個別食品からの計算値ともに０．１８mg／人／

日であった。サッカリンナトリウムの使用状況は明

らかに減少しており，平成１４年度調査と同様に西高

東低の傾向が見られた。サッカリンナトリウムの摂

取量は一日摂取許容量（５mg/kg 体重）の０．０７％であ

り，問題のない値であった。
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